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社会福祉協議会 (しやきよう)つて、浴場 (お風呂)をやつてたり、お年寄りが

しやきようのサービスを利用するんだよね。あとは日… よくわからないよ !

しやきようのこと、知らない人が多いのよね。せつかく便利なサービスが

たくさんあるのに『宣伝がヘタ』なのは、いただけないわ !

え―、しやきようつて 行政しゃないの ?

●

●

●

●

●

Vo 166 ●

●

●

●

●『見える化』なんだから、わかりやすくね !

一〇

ｎ

ｕ

―

‐

み
ミ

の

寒

しゃきょうは
いまの世矢日辛い世の中、『介護と虐待』陀速えあえない孤立』

など、新しい生活課題が見えて蓋 り義 これ劉也人事dぬ <
地域 (自分海う の問題』う¬亜卑決してし柳 域福祉です。

をつなげる しやきようは「ああ生まれてきて良かつた」と思えるような

ガヨ則にい『しあわせをそだてる福祉のまちづ<り』に取り組んでいきます。
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呂間町社会福祉協議会は昭和 2フ 年 10月
に設立しました

会福祉協議会は略して「しゃきょう」と

呼ばれています。

ゃきょうは社会福祉法に位置づけられた

営利を目的としない民間の福祉団体です。
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Q社協会買つてなんですか? Q会賢の内訳を教えて

社会福祉協議会の地域福祉活動

を支える財源は (会員)会費が

基盤となります。

社協の会費は、町内の地域福祉

活動|こ 100%還元されてあ`り、ご

協力いただいた皆様のご好意は、

町内の福祉活動に大き<寄与され

ます。

社協会費は『わたしの町のために

納めて、わたしたちが使う』し<み

です。

本町|こ住所を有し生活する世帯|こ

誕生陸 あ`子様に祝い金を贈呈

毎年7月から8月にか|すてご依頼
申しあ|ずてあ`ります。

普通会員会費 :年各顎 1000円以上

特別会員会費 :年額駆岡円〉`辻

法人会員会費 :年額駆岡円以上

社協会費は所得税に係る寄附金控

除の対象です。

Qなぜ会賢を払うの?

社協 (会員)会費は、社会福

祉協議会の地域福祉活動に、会

費を納めるという形で参加いただ

<、 町のし<みです。

社協の貝オ源は、行政からの補助

金や委託料が大きな割合を占め

ますが、自己財源である会費の

拡充と自主性の強化を図り、より

多<の住民要望を活動に反映させ

るし<みづ<りを目指します。皆様

のご協力をあ願い申し上げます。

Q会買の台帳つてなんですか ?

毎年、会費納付|こご協力いただ

<ご担当者様にあ届|すするのが、

台帳 (会費の前年度実績)です。

世帯を訪間された折に、前年度

実績を尋ねられた際の確認資料と

してあ届|すしてあります。

なあ`前年度額から変更を希望さ

れる方は、その旨ご担当者様 |こ

あ`伝え下さい。

町が決定する災害時要援護世帯
|こ避難リュッ例セットをあ`届|す

※申請は民生児童委員|こご相談ゆ
沙
い

Ⅲ〕〕

車イス/歩行器/ンヤワーチエ
アー/あ`風呂用イス/折りた
たみ杖を、無料で 1ケ月間レ
ンタルできます (延長も可)

本町|こ住所を有し生活サ
る方で、常時紙あ`ぬつを
使用する要介護 2以上
の方にお届け

虚弱老人世帯や重度動
障者世帯など|こ10300円
で週2回給命をあ`届|す

町内|こ保証人があ`り返済
可能な方に対し、1年を
期限として無利子で生活
費の貸付 (限度額8万円)

を行います。貸付には民
生児重委員の意見書が
必要です

じ夏情資金

鰯
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低所得者世帯|こ、大学・

専門学校の支度費と在学
中の学費貸付を行います。
貸付には北海道社会福祉
協議会の審査があります。

ベビーカー/チャイルドンート/
ジユニアンートを、無料で最長2

年間レンタルできます

地域の会館で高齢者が使用す
る備品購入を且力成
※総事業費の8割 (限度16万円 )
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いろいろな悩みや心配ごと|こつい
て、町内の相談員による電話・

面談での相談を行います。また
内容によつて、専門機関と連携を
とりながら問題解決を図ります

社協職員が講師として地域で講座
を開催 (主な内容は以下のとあ`り)

・悪質商法 撃退道場
・しゃきょう式『終活』講座
・人ごとではないあ金の話
・インターネットトラブル 110番

悪質商法などの問題解決
のための]力言、情報提供、
相談あっせんを行います

第4期地域福祉実践計画 (来年4月から始まるしやきようの5カ年計

画)策定の一環として、全戸世帯アンケートを実施します。皆様の

ご意見が狽の社会福祉協議会を作ります。ご協力<ださい。

毎週月～土まで (日 躍祭日はあ`休み)

平日 15時～ 20時 30分迄
土躍 16時 -20B寺 00ノ刀ぺ迄
高校生以上 200円

小中学生  100円
幼児    無料
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